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⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟  

代 表 選 ⼿ 選 考 規 程  

 

第 １ 条 （ ⽬ 的 ）  

本 規 程 は 、 特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ ⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟 （ 以 下 「 本 連

盟 」と い う 。）が 実 施 す る 国 際 ⼤ 会 等 へ の 代 表 選 ⼿ と 指 導 者 等 の 派 遣 に 関 す る ⼿ 続 及

び 基 準 を 定 め 、 代 表 選 ⼿ ・ 派 遣 ス タ ッ フ 選 考 の 透 明 性 及 び 公 平 性 を 確 保 す る と と も

に 、 紛 争 発 ⽣ 時 の 迅 速 か つ 適 正 な 解 決 を 図 る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

 

第 2 条 （ 定 義 ・ 適 ⽤ 範 囲 ）  

１  本 規 程 に お い て 「 国 際 ⼤ 会 等 」 と は 、 IWWF そ の 他 国 際 競 技 連 盟 ⼜ は 主 催 者 が

定 め る 国 際 競 技 会 、 並 び に 本 連 盟 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 競 技 会 を い う 。  

２  本 規 程 に お い て 「 代 表 選 ⼿ 」 と は 、 国 際 ⼤ 会 等 に 選 ⼿ と し て 派 遣 さ れ る 者 を い

う 。  

３  本 規 程 に お い て 「 派 遣 ス タ ッ フ 」 と は 、 監 督 、 コ ー チ 、 ト レ ー ナ ー 、 チ ー ム ス

タ ッ フ そ の 他 国 際 ⼤ 会 等 へ の 派 遣 に 必 要 な 役 割 を 担 う 者 を い う 。  

４  本 規 程 は 、 代 表 選 ⼿ 及 び 派 遣 ス タ ッ フ の 選 考 に 適 ⽤ す る 。  

５  本 規 程 に 定 め の な い ⽤ 語 は 、 定 款 、 役 職 員 倫 理 規 程 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程 、

通 報 相 談 処 理 規 程 そ の 他 関 係 規 程 の 定 義 に よ る 。  

６  本 規 程 に お い て 「 選 考 担 当 者 」 と は 、 第 ４ 条 に 基 づ き 理 事 会 が 指 定 す る 者 を い

う 。  

 

第 3 条 （ 派 遣 対 象 者 ）  

派 遣 対 象 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。  

１  本 連 盟 が 主 管 す る 強 化 ・ 選 考 活 動 を 経 て 選 考 さ れ た 選 ⼿  

２  理 事 会 が 承 認 し た 監 督 、 コ ー チ 、 ト レ ー ナ ー 、 ス タ ッ フ 、 役 員 等  
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３  そ の 他 、 国 際 ⼤ 会 等 へ の 派 遣 に 必 要 と 理 事 会 が 認 め た 者  

 

第 ４ 条 （ 選 考 体 制 ）  

１  代 表 選 ⼿ 及 び 派 遣 ス タ ッ フ の 選 考 に 関 す る 最 終 決 定 は 、 理 事 会 が ⾏ う 。  

２  理 事 会 は 、 選 考 実 務 （ 募 集 ・ 周 知 、 資 料 収 集 、 案 の 作 成 、 記 録 作 成 等 ） を ⾏ う

者 と し て 、 案 件 ご と ⼜ は 年 度 ご と に 選 考 担 当 者 を 指 定 す る 。  

３  選 考 担 当 者 は 、 選 考 の 公 正 性 ・ 透 明 性 を 確 保 す る た め 、 役 職 員 倫 理 規 程 、 利 益

相 反 規 程 そ の 他 関 係 規 程 に 従 い 、 利 害 関 係 者 の 関 与 排 除 、 記 録 の 作 成 ・ 保 存 等 を ⾏

う 。  

４  理 事 会 は 、 選 考 基 準 の 策 定 ⼜ は 改 定 に 当 た り 、 必 要 に 応 じ て ア ス リ ー ト 委 員 会

の 意 ⾒ を 聴 取 し 、 説 明 可能性 の 確 保 に努め る 。  

 

第 5 条 （ 選 考 基 準 及 び ⼿ 続 ）  

１  代 表 選 ⼿ の 選 考 は 、原則と し て 、 次 の 各 号 を 基礎と し て ⾏ う 。  

 (1)  本 連 盟 があらか じ め 指 定 す る 選 考 対 象 ⼤ 会 に おける 成績・順位  

 (2)  IWWF 等 が 定 め る 国 際 ⼤ 会 の出場資格・参加基 準 へ の 適合性 （ 年齢、 国籍、

登録 要 件 等 ）  

 (3)  ド ーピング防⽌規 程 そ の 他 競 技 の 公 正 ・安全に 関 す る 規 程遵守状況  

 (4)  競 技⼒・戦術上 の 適合性 （団体種⽬ の場合の構成 上 の合理 性 を含む）  

２  前項の 適 ⽤ に 当 た り 、 選 考 基 準 は 、でき る限り 明 確 か つ具体 的 に 定 め る 。  

３  派 遣 ス タ ッ フ の 選 考 は 、 担 当 職 務 、 必 要 資格、 経験、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 上 の 適

格性 等 を踏まえ、合理 的 か つ 公 平 に ⾏ う 。  

４  例外的 に 、前各項に よらな い 選 考 を ⾏ う 必 要 がある場合（負傷・辞退・ 国 際枠

の変動 等 ） は 、 そ の 必 要 性 及 び合理 性 を 説 明でき る 事情を整理 し 、 理 事 会 の議事 録

に 明 記 す る 。  

 



 3 

第 ６ 条 （ 選 考 ⼿ 続 ・ 周 知 ）  

１  選 考 担 当 者 は 、 選 考 の 対 象 と な る ⼤ 会 、 選 考 基 準 及 び ⼿ 続 を 、原則と し て 選 考

開始前に 本 連 盟 ウェブサイ トで周 知 す る 。  

２  選 考 担 当 者 は 、審査の過程 及 び判断理由が 事後に検証可能と な る よ う 、議事 録

そ の 他 の 記 録 を 作 成 し 、 関 係 規 程 に 従 い 保 存 す る 。  

３  選 考 に 関 与 す る 者 は 、 利 害 関 係 がある場合、 当該案 件 の審議・ 決 定 に 関 与 し て

は ならな い 。  

 

第７条 （ 選 考結果の 通 知 ・ 理由開⽰）  

１  本 連 盟 は 、 代 表 選 ⼿ 及 び 派 遣 ス タ ッ フ の 選 考結果を 、 本 ⼈ に 通 知 す る 。  

２  選 考 から漏れ た 選 ⼿ ⼜ は 指 導 者 等 から求め があった場合、 本 連 盟 は 、⽀障の な

い 範 囲で、 選 考 理由の概要 を 説 明 す る よ う努め る 。  

 

第 8 条 （⾃動 応諾条項）  

１  本 連 盟 が ⾏った 代 表 選 ⼿ の 選 考 そ の 他 本 規 程 に 基 づく決 定 に 関 す る 紛 争 は 、 公

益財団法 ⼈ ⽇ 本 スポーツ仲裁機構（ 以 下 「 JSAA」 と い う 。） が提供す る スポーツ仲

裁⼜ は スポーツ調停⼿ 続 に す る こ と にあらか じ め同意 す る 。  

２  前項の申⽴て に 関 す る ⼿ 続 は 、同機構の 規則に 従 う 。  

 

第 9 条 （ 周 知 及 び教育）  

１  本 規 程 は 本 連 盟 ウェブサイ ト を 通 じ て 公開し 、 周 知 す る 。  

２  代 表 選 考 及 び 紛 争 解 決 制 度 に 関 し て 、 選 ⼿ ・ 指 導 者 等 を 対 象 に 説 明 会や研修を

⾏ い 、 規 程 の 理 解 を促進す る 。  

 

第 10 条 （ ⾒直し ）  

本 規 程 は 、社会情勢、ガバナ ン ス コ ー ド 改 正 等 に 応 じ て 、 必 要 に 応 じ コ ン プ ラ イ ア
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ン ス 委 員 会 及 び ア ス リ ー ト 委 員 会 の 意 ⾒ を踏まえ、 理 事 会 の 決議に よ り ⾒直し を ⾏

う 。  

 

附則  

制 定： 2004 年 3 ⽉ 18 ⽇  

改訂： 2025 年 10 ⽉ 1 ⽇  


